
第１２回
船橋市地域災害医療対策会議

令和７年３月２７日
午後１時３０分～
歯科健診室、保健学習室

資料１
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議題 １．会長の選出について

２．令和６年度の活動実績について

（1）令和６年度 災害医療対策事業報告

（2）災害医療対策本部に関すること

（3）病院前救護所に関すること

（4）船橋市地域災害医療対策会議医療部会の

報告について

３．令和７年度の取り組みについて

（1）令和７年度 災害医療対策事業計画

（2）災害医療対策本部に関すること

（3）病院前救護所に関すること

（4）復旧期以降の体制に関すること

（5）その他

４ ．その他
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令和６年度に検討を進めたフェーズに
ついて
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議題２

令和６年度の活動実績について
（1）令和６年度 災害医療対策事業報告
（2）災害医療対策本部に関すること
（3）病院前救護所に関すること
（4）船橋市地域災害医療対策会議医療

部会の報告について
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資料２「令和６年度 災害医療対策事業報告書」
により説明

（１）令和６年度 災害医療対策事業報告



（２）災害医療対策本部に関すること

①業務指示カードAC（アクションカード）の内容を

含めた船橋市の災害医療対策ハンドブック（以下
「ハンドブック」という）を策定（11月）

②ハンドブックに基づいた災害医療対策本部運営
訓練の実施（11月・１月）

令和６年度活動実績
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① 船橋市の災害医療対策ハンドブックを策定（11月）
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• 全国標準の業務一覧をベースに作成することが、発災
時のより迅速で円滑な受援に繋がるため、「DHEAT活動
ハンドブック（第２版）※」の業務一覧を参考にした。

※令和４年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合

研究事業）にて作成

• 「船橋市地域災害医療対策会議医療部会（以下、医療
部会という）」で、委員の意見を頂いた上で策定した。

• 業務指示カードAC（アクションカード）の内容を踏まえた

形で災害医療対策本部各班の役割や業務内容を決め、
策定した。
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・ハンドブックの表紙・目次・業務内容を記したページは以下の
とおりである。
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アクション
カードの基
になる部分。
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②ハンドブックに基づいた災害医療対
策本部運営訓練の実施（11月・1月）

• ハンドブックを策定した後、災害医療対策本部各班の
業務に係る実効性や課題等を検証するため、令和６年
度は１１月と１月の計２回の災害医療対策本部運営訓
練を実施した。

• １１月の訓練においては、総合防災訓練の中で、災害
医療対策本部と病院前救護所を同時に立ち上げて訓
練を実施した。



日時 令和６年１１月２４日（日）午前９時～１２時

訓練
内容

災害医療対策本部
運営訓練

板倉病院前救護所
設置・運営訓練

船橋市立医療センター
による防災訓練

会場 市保健福祉センター 板倉病院 船橋市立医療センター

参加者

医師会：５名
歯科医師会：２名
薬剤師会：２名
柔道整復師会：２名
市職員：３６名
(保健所、健康部、消防局)

板倉病院スタッフ：１２４名
医師会、薬剤師会、
柔道整復師会：計１２名
災害医療協力病院：４名

協力薬局：１名、地域住民：
１６名、市職員：１４名

医療センタースタッフ：１６０名
看護学生：４０名
医師会：１名
歯科医師会：１名

備考
情報伝達訓練：ライフラインの支援要請

情報伝達訓練：重要者の転院要請
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船橋市総合防災訓練について

船橋市総合防災訓練の一環として「災害医療対策本部運営訓練」を実施した。

※その他、市内の公共施設等においても防災訓練が実施され、指定避難所となった施設では

参加した市民に「船橋市の災害医療対策」を配布した。（資料３参照）



• 訓練目的

–本市に大きな被害を及ぼす恐れのある千
葉県北西部直下地震の発生を想定し、災
害医療対策本部（保健福祉センター）と板
倉病院前救護所を同時に立ち上げ、発災
時に実際に使用するツールを用いた情報
伝達を行うなど、発災時の活動の実践や
検証を行う。
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災害医療対策本部運営訓練について
（１１月実施分）



訓練の概要
❶災害医療対策本部会議の運営（発災から６時間３０分後を想定）

・被害状況やクロノロを用いた対応経過から会議での報告事項を整理

❷付与課題に対する災害医療対策本部の班活動
・四師会及び各班で連携しながら、付与された課題に対する対応策を実践

❸災害医療協力病院（板倉病院）等との情報伝達訓練
・ライフラインの支援要請（発災から7時間後を想定）

－板倉病院からの情報を受け、災害対策本部へ支援要請

・重傷者の転院要請（発災から7時間後を想定）

－板倉病院からの患者情報を受け、医療センターへ受入要請

－医療センターからの受入可能指示を受け、消防局へ搬送要請
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• 以上の内容について、ＭＣＡ無線や、ハンドブックに記載
している様式等を使用しながら、大部分をブラインド型で
実施した。



❶災害医療対策本部会議の運営
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災害医療対策本部会議の様子

• 災害医療対策本部員や四師会代表者が一同に集まり、会
議を実際に開催



❷課題に対する災害医療対策本部の班活動
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本部内の活動経過を記録 病院状況を確認し、支援チームを選定



❸災害医療協力病院等との情報伝達訓練

衛星携帯電話により、ライフ
ラインの支援要請

板倉病院からMCA無線により、
重症患者の情報を収集

・板倉病院から業務用水の補充要請を受け、市災害対策本部へ

支援要請を実施

・トリアージ赤の重傷者２名について、医療センターへ受入

要請を行うとともに、市消防局とも連携し共有した。

Ⅰ 訓練の実施
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訓練時に作成したクロノロジー（企画調整班）

Ⅰ 訓練の実施

拡大

いつ、誰から、誰が、どんなことを伝達したのか
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訓練時に作成したクロノロジー（保健活動支援班）

Ⅰ 訓練の実施

レイアウトは異なるが、いつ、誰から、どんなことを指示
受けしたのかが時系列に従って記載されている。
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災害医療対策本部運営訓練

講評 （鳥海会長 、 筒井所長）

Ⅰ 訓練の実施
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日時 令和７年１月２９日（水）午後１時～５時

訓練
目的

災害対策本部活動における情報収集から災害対策本部員会議による認識共
有・対処方針の決定に至る一連の行動を訓練し、当該業務に係る認識の共有
を図るとともに災害対策本部運営能力の向上を図る。

訓練
内容

災害対策本部図上訓練 災害医療対策本部運営訓練
（次ページ以降のスライドにて報告）

会場 本庁舎９階災害対策本部室 保健福祉センター

参加者

特別職（市長・両副市長）
災害対策本部員
災害対策本部班員（班長・班員）
計９４名

第１・２災害医療対策班
・災害医療対策本部員
・災害医療対策本部班員（班長・班員）
計３４名
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災害対策本部図上訓練について
（１月実施分） ※市職員のみ

• 全庁的な取り組みである災害対策本部図上訓練の一環とし
て、「災害医療対策本部運営訓練」を実施した。



災害医療対策本部運営訓練の概要

発災から１日経過後を想定

・現状の課題や今後の対応方針を整理し、災害対策本部へ報告

・災害対策本部へのリエゾン派遣及び情報収集

・災害医療対策本部内での対応策の検討

・実災害時を想定して、県防災行政無線（FAX通信）やMCA
無線による災害対策本部との情報伝達訓練
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• 以上の内容について、ハンドブックに記載している様式等
を使用しながら、大部分をブラインド型で実施した。



災害医療対策本部の活動
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本部員への情報共有

• 災害医療対策本部の各班に分かれて、本部員への情報共
有及び対応方針を検討等を行った。

各班で対応方針の検討
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MCA無線による情報共有 県防災行政無線

災害医療対策本部の活動‐続き



（３）病院前救護所に関すること

病院前救護所設置・運営訓練の実施（全5回）

（9月～2月）

令和６年度活動実績
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病院前救護所設置・運営訓練の実施（全5回）（9月～2月）

災害医療協力病院９病院のうち、令和６年度は下表の５病院で

二巡目の訓練を実施した。
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日程 病院名

令和６年９月１４日（土）
千葉徳洲会病院
Ｐ３２～３９

令和６年１０月１９日（土）
船橋中央病院
Ｐ４０～４７

令和６年１１月２日（土）
船橋二和病院
Ｐ４８～５６

令和６年１１月２４日（日）
板倉病院（総合防災訓練と同日開催）
Ｐ５７～６４

令和７年２月２２日（土）
東船橋病院
Ｐ６５～７２

※参考 資料４「病院前救護所設置・運営訓練実績（二巡目）」



病院企画型訓練の実施状況

本年度、市主催型訓練の対象ではないが、自
主的に病院企画型訓練として実施した病院につ
いては以下のとおり。
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日程 病院名

令和6年7月10日（水）、
10月 7日（月）

セコメディック病院

令和6年11月16日（土） 北習志野花輪病院



二巡目の訓練実施項目

• 一巡目の訓練と比較して、二巡目の訓練はより厳しい
条件下で実施した。

• 上記のほか、傷病者が殺到した状況等も想定した訓練
を実施した。
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【病院の被害状況（ライフライン等）】 ※訓練で使用した被害想定の一例
　（建物） 損壊なし
　（電気） 通常の供給がなく、非常用発電機にて対応。
　（水） 受水槽から電源ポンプにより汲み上げて対応。

　（通信）　
固定電話はほぼ市全域で通信機能支障発生のため、
つながりやすい災害時優先電話を使用
ＭＣＡ無線は使用可能

　（携帯電話） ほぼ全市で非常につながりにくい状態（アンテナが立ちにくい）
　（電子カルテ） 使用不可、紙カルテにより対応
　（医療ガス） 充足
　（医療資機材） 充足



二巡目の訓練実施項目-続き

• 発災時に実際に参集する先生方に優先的に
参加いただいた。

• 医師会以外の先生方には、トリアージ判定者
やトリアージ記録者として活動してもらった。
– 事前に訓練参加者の承諾あり

– 訓練当日に３０分程度説明の時間を設け、病院前
救護所の流れや、トリアージのやり方等について
説明を実施

• 「院内災害対策本部」を立ち上げ、「病院前救
護所」や「市災害医療対策本部」との連携を図
る訓練を実施した。
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二巡目の訓練実施項目-続き

• 地域住民や協力薬局にも訓練に参加いただ
いた。病院としては地域とのつながり強化につ
ながるとともに、市民にとっては災害時の病院
の取り組みや病院前救護所の体制について、
より知っていただく機会となった。

– 協力薬局を実際に開設し、災害用処方箋を利用し
て、軽症者に対する薬の模擬交付を実施。

– 地域住民が模擬患者として訓練に参加し、実際の
トリアージや模擬治療を体験。
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参加者からの主な意見

• 二巡目の訓練は一巡目より厳しい条件下での訓練
であったが、院内の委員会等で検討された対応に
より、スムーズな訓練となり、成果があった。

• 院内災害対策本部を立ち上げて訓練を行った病院
が多く参考となったが、実際にどのような案件の意
思決定が必要なのかを掘り下げて検討する必要を
感じた。

• 訓練のために、発災時に使用するトリアージエリア
とは別のエリアで行っている病院があったが、訓練
を行うのであれば、実際に設置するエリアを使用す
る方がよいのではないか。
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•病院前救護所だけでなく、訓練の中に院内災
害対策本部の意思決定内容を含めていただ
き、院内災害対策本部の機能強化が図れる
よう努めていただく。

•病院前救護所各エリアの設置について、発災
時に実際に使用するエリアを利用して訓練を
行う。
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来年度に向けた取り組み



❶千葉徳洲会病院前救護所訓練

日時 令和６年９月１４日（土）
午後１時１５分～４時４５分

参加者 千葉徳洲会病院スタッフ：104人
医師会、薬剤師会、
千葉県柔道整復師会：計13人
市内災害医療協力病院：12人
船橋市職員：25人
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訓練での目標

•院内災害対策本部・救護所の設置及び運営を同時並行で
適切に行う

•模擬患者を２例ずつ順番にトリアージし、傷病者を振り分け、
トリアージタグに必要事項を漏れなく記載する

•２次トリアージエリアを設けて、緑タグ患者の急変に適切に

対応する

• 黄、赤エリアを設定し、各エリアに搬送する
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病院前救護所設置・運営訓練
（千葉徳洲会病院）
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トリアージの実施

１次トリアージ ２次トリアージ



病院前救護所設置・運営訓練
（千葉徳洲会病院）

搬送の様子 指揮所の様子
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病院前救護所設置・運営訓練
（千葉徳洲会病院）

緑エリア
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黄エリア 赤エリア

各治療エリアの運営



病院前救護所設置・運営訓練
（千葉徳洲会病院）

院内災害対策本部の様子
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病院前救護所設置・運営訓練
（千葉徳洲会病院）

講評

（大数加理事、筒井保健所長、 松戸市長、鶴田院長補佐）
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訓練の振返り（千葉徳洲会病院）

【主な内容】

• まずは、参加して体験できたことで流れを理解できた
ことが良かった。（四師会）

• トリアージを実際に体験できて良かった。（四師会）

• 院内災害対策本部等の拠点が多いため、トランシー
バーの混線等、情報共有の仕方に課題を感じた。
（市職員）

• 夜間時に起きた災害を想定して、充分に人員がいな
い場合の訓練も必要と感じた。（協力病院）
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❷船橋中央病院前救護所訓練

日時 令和６年１０月１９日（土）
午後１時３０分～４時３０分

参加者 船橋中央病院スタッフ：98人
医師会、歯科医師会、薬剤師会、
千葉県柔道整復師会：計19人
市内災害医療協力病院：3人
協力薬局：1人、船橋市職員：36人
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訓練での目標

•トリアージタグを漏れなく正確に記載し、トリアージを行う。

•災害用処方箋が発行された患者について、協力薬局までの
動線を確認しながら、薬を受け取るまでの訓練を行う。

•前半に緑エリアの訓練を、後半に黄・赤・黒エリアの訓練を
行い、２部構成に分けることで、各エリアの動きをより細かく
検証する。

•参集医師の補助として病院外部からくる看護師とも連携しな
がら、トリアージや治療を行う。
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病院前救護所設置・運営訓練
（船橋中央病院）

42

トリアージの実施



病院前救護所設置・運営訓練
（船橋中央病院）

搬送の様子 指揮所の様子
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病院前救護所設置・運営訓練
（船橋中央病院）

緑エリア
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黄エリア

各治療エリアの運営



病院前救護所設置・運営訓練
（船橋中央病院）
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赤エリア

各治療エリアの運営



病院前救護所設置・運営訓練
（船橋中央病院）

講評

（鶴田理事、梶原副会長、筒井保健所長、松戸市長、 山口院長）
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訓練の振返り（船橋中央病院）

【主な内容】

• 訓練を２部制に分け、各エリアとも丁寧な解説がなされて

いたため、訓練全体が非常に分かりやすかった。（四師会、

市職員）

• 緑エリアで災害用処方箋が発行された患者が協力薬局に

行く際の動線とトリアージエリアに向かうまでの患者の動

線が交叉しているため、人の流れ方に疑問を感じた。（四

師会）

• 歩行が出来てる時点でトリアージ緑と判定したならば、医

師ではなく看護師でも良いのではと思いました。医師は災

害時可能な限り、処置などにまわってほしいと思いました。

（四師会）
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❸船橋二和病院前救護所訓練

日時 令和６年１１月２日（土）
午後１時３０分～４時３０分

参加者 船橋二和病院スタッフ：68人
医師会、薬剤師会、
千葉県柔道整復師会：計10人
市内災害医療協力病院：4人
協力薬局：2人、船橋市職員：36人
災害時看護職ボランティア：3人
地域住民：９人
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訓練での目標

• 院内災害対策本部・救護所の設置及び運営を同時並行で適切
に行う。

• 災害用処方箋が発行された患者について、協力薬局までの動線
を確認しながら、薬を受け取るまでの訓練を行う。

• 黄・赤エリアの訓練において、被害想定を勘案し、電子カルテで
なく、紙カルテ等を用いて患者情報を得ながら、訓練を実施する。

• 災害時看護職ボランティアとも連携しながら、トリアージや治療を
行う。
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病院前救護所設置・運営訓練
（船橋二和病院）
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トリアージの実施



病院前救護所設置・運営訓練
（船橋二和病院）

搬送の様子 指揮所の様子
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病院前救護所設置・運営訓練
（船橋二和病院）

緑エリア
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黄エリア

各治療エリアの運営



病院前救護所設置・運営訓練
（船橋二和病院）
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赤エリア

各治療エリアの運営

黒エリア



病院前救護所設置・運営訓練
（船橋二和病院）
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院内災害対策本部の様子



病院前救護所設置・運営訓練
（船橋二和病院）

講評

（鶴田理事、梶原副会長、筒井保健所長、松戸市長、 宮原院長）
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訓練の振返り（船橋二和病院）
【主な内容】

• 院内災害対策本部訓練の質が非常に高く、本部のクロノロ

ジー、情報共有のホワイトボードがとても良かった。本番の

エリアでの訓練を１度検討していただきたい。（四師会）

• トリアージを担当したが、アンダートリアージがよいのか、

オーバートリアージが良いのか、考えさせられた。（四師会）

• マニュアルを読むだけではイメージがつかなかったので、実

際の訓練に参加する事で自分の役割（トリアージ）を認識で

きたことが良かった。（災害時看護職ボランティア）

• 様々な区分の患者が一気に来て所見ごとに優先順位を判

断してさばく（実際に混乱しているような状態）で行うと、より

実践に近づくと感じた。（市職員）
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❹板倉病院前救護所訓練
（※総合防災訓練と同時開催）

日時 令和６年１１月２４日（日）
午前９時００分～１２時００分

参加者 板倉病院スタッフ：124人
医師会、薬剤師会、
千葉県柔道整復師会：計12人
市内災害医療協力病院：4人
協力薬局：1人、船橋市職員：14人
地域住民：16人
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訓練での目標

• トリアージエリアでのトリアージ後、各治療エリアにおいて医師が
処置を行う際、オーバートリアージやアンダートリアージがないか
を確認する。

• 緑エリアを市協定先の施設（クロス・ウェーブ船橋）に設置し、傷
病者の受け入れや診察及び処置等を行う。

• 災害用処方箋が発行された患者について、協力薬局までの動線
を確認しながら、薬を受け取るまでの訓練を行う。

•MCA無線により、市災害医療対策本部へライフラインの支援要
請及び重傷者の搬送要請を行う。
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病院前救護所設置・運営訓練
（板倉病院）
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トリアージの実施



病院前救護所設置・運営訓練
（板倉病院）

指揮所の様子
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病院前救護所設置・運営訓練
（板倉病院）

緑エリア
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黄エリア

各治療エリアの運営



病院前救護所設置・運営訓練
（板倉病院）

62

院内災害対策本部の様子



病院前救護所設置・運営訓練
（板倉病院）

講評（小栗理事、 梶原院長）
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訓練の振返り（板倉病院）
【主な内容】

• 記入しやすいカルテが必要だと思います。また事前にラミ

ネートされたマニュアル、処方箋等の配付（PDF）があると良

かったと思います。（四師会）

• 被災者がどのような流れで誘導されるのか、多職種との連

携がわかった。緑エリアでの処方箋について、調剤薬局との

連携もあれば良いと思った（薬局に行く前に簡単な聴取な

ど）。（四師会）

• クロスウェーブ、協力薬局等とも協力した地域での体制づく

りが行われていることが分かって良かったが、周囲の交通

や通路状況もあるので、町会等での見守り協力等も必要か

と感じた。（町会）
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❺東船橋病院前救護所訓練

日時 令和７年２月２２日（土）
午後１時００分～３時４５分

参加者 東船橋病院スタッフ：74人
医師会、薬剤師会、
千葉県柔道整復師会：計9人
市内災害医療協力病院：5人
協力薬局：1人、船橋市職員：39人
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訓練での目標

• 院内災害対策本部を実際に設置し、病院前救護所の設置判断
や各部署から付与された状況へ対応する訓練を行う。

• 黄・赤エリアの訓練において、被害想定を勘案し、電子カルテで
なく、紙カルテ等を用いて患者情報を得ながら、訓練を実施する。

• 黒エリアを設置し、トリアージで黒と判断された傷病者の受入れ
を実施する。

• 災害用処方箋が発行された患者について、協力薬局までの動線
を確認しながら、薬を受け取るまでの訓練を行う。

•MCA無線を用いて、市災害医療対策本部へ重傷者及び中等症
の転院搬送の要請を行う。

66



病院前救護所設置・運営訓練
（東船橋病院）
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トリアージの実施 搬送の様子



病院前救護所設置・運営訓練
（東船橋病院）

院内災害対策本部の様子指揮所の様子
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病院前救護所設置・運営訓練
（東船橋病院）

緑エリア
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黄エリア

各治療エリアの運営

協力薬局での処方



病院前救護所設置・運営訓練
（東船橋病院）
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赤エリア

各治療エリアの運営

黒エリア



病院前救護所設置・運営訓練
（東船橋病院）

講評

（鶴田理事、筒井保健所長、松戸市長、 辛副院長）
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訓練の振返り（東船橋病院）

【主な内容】

• 事前に病院前救護所に係る説明会があったことにより、以

前よりも理解が深まった（四師会）

• 全体の流れがスムーズで、特にトリアージタグや災害診療

録の記載なども、しっかりされていました。（四師会）

• 無線のやりとりや搬送班の動きがスムーズでよかった。ま

た、看護師等の訓練参加者が多く、良かったと思う。（災害

医療協力病院）

• 実災害時を想定したエリアでの業務について体験できたこ

とや指揮所での役割分担、報告の仕方の共有が図れたこ

とは、とても有意義であった。（市職員）
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（４）船橋市地域災害医療対策会議医療
部会の報告について

73

•今年度は２回（７月・１２月）開催し、主に災
害対策医療対策本部や病院前救護所に関
することについて、検討を行ってきた。

•今年度の取り組みにかかる主な意見及び
来年度に向けた提案の要旨は、次ページ
以降のスライドのとおりであった。
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①災害医療対策本部に関すること

【今年度の取り組み対する意見】

• 組織体制について、能登半島地震での反省を踏ま
えて見直せたことは良かった。

• 災害医療対策本部と病院前救護所を同時に立ち上
げた訓練を行えたことは有意義であった。

【来年度に向けた提案の要旨】

• （各師会として）参集者の把握が重要であるため、発
災時に少しでも連絡が取れるように情報連絡訓練等
を行っていきたい。

（４）船橋市地域災害医療対策会議医療
部会の報告について
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②病院前救護所に関すること

【今年度の取り組み対する意見】

• 自治会の方にも参加いただくことで平時から多くの市民
に病院の取り組みを周知できよかった。

• より実際の被害想定に近い形で訓練を行ったことで、病
院によっては、体制見直しのきっかけとなったことは良
い成果であった。

【来年度に向けた提案の要旨】

• 今年度実施した病院前救護所設置・運営訓練の振り返
りを踏まえ、必要に応じて病院前救護所参集者の役割
や参集場所等の調整をしてはどうか。

（４）船橋市地域災害医療対策会議医療
部会の報告について
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③その他

【災害時の参集者の把握について】

• 各師会における参集者等の安否確認方法等につい

て情報共有を図るとともに、「災害時情報共有シス

テム」を導入した２師会から当該システムで把握で

きる情報等について実際の画面を用いながら共有

をした。なお、当該システムを導入していない師会

についても、別の手法により情報の把握に取り組ん

でいる。

（４）船橋市地域災害医療対策会議医療
部会の報告について
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③その他 【大規模地震時医療活動訓練の報告】

以下の内容について報告した。

• 訓練概要

– 政府主催・千葉県企画の形で、首都直下地震を想定し、市立医療セ
ンターを会場として実施した。全国のDMAT等が集まり、ライフライン

関係（水・電源）の優先順位付け、市内医療機関の情報や外部から
の応援等を把握し、適切な支援につなげる訓練を実施した。

• 参加機関

– 市立医療センター、沖縄県立中部病院、船橋市保健所、習志野市保
健所、船橋市消防局等

• 気づいた点

– 全員参加の会議開催や情報共有ツールの使用により、訓練参加者
が現状や課題等について効率的かつリアルタイムに共有していた。

– 市災害医療対策本部とDMATが同様の情報収集を行っており、役割
の確認をすることが必要と感じた。

（４）船橋市地域災害医療対策会議医療
部会の報告について



議題３

令和７年度の取り組みについて

（1）令和７年度 災害医療対策事業計画

（2）災害医療対策本部に関すること

（3）病院前救護所に関すること

（4）復旧期以降の体制に関すること

（5）その他
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（1）令和７年度 災害医療対策事業計画

• 資料５「令和７年度 災害医療対策事業計画書
（案）」により説明
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（２）災害医療対策本部に関すること

①外部からの支援を円滑に受け入れるための体制

②保健医療と福祉の連携

③通信インフラの強化【衛星通信機器】
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①外部からの支援を円滑に受け入れるための体制

【令和６年度の実績】

• 災害医療対策本部の班体制に係る見直しを行い、県等
への被害状況の報告及び連絡調整を行う「外部団体調
整班」を設置することとし、「船橋市の災害医療対策ハン
ドブック」に記載した。

【今後の取り組み】

• 平時よりＤＭＡＴ等の受け入れ体制について、千葉県及
びＤＭＡＴ等と課題を共有し、発災時にスムーズに受け
入れられるよう備える。

• 受け入れた支援（人・物）を、適切に差配できるよう、ど
の団体に何を依頼するのか等、検討をする。

（２）災害医療対策本部に関すること
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②保健医療と福祉の連携

• 国から被災都道府県への保健・医療・福祉の横断的

な連携を担う「保健医療福祉調整本部」の設置が示さ

れた。また、能登半島地震でも、発災フェーズの経過

に伴い、医療だけでなく、避難所にいる要配慮者への

保健・福祉分野の対応が求められ、医療・保健・福祉

の連携が重要視された。

• 保健医療福祉調整本部設置の動きについては、全国

的な広がりを見せており、本市としても災害対応を行

う上で、医療・保健・福祉の横断的な対応が必要と考

えるため、今後も庁内関係課とともに検討していく。

（２）災害医療対策本部に関すること
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③通信インフラの強化【衛星通信機器】

❶経緯

• 大規模災害発生時には、携帯電話など市民生活の基
本となる通信サービスが途絶する事態が予測されて
おり、実際、能登半島地震では、通信サービスの中断
が発生したことを国の報告等により確認している。

• 保健所は災害医療対策本部として病院の情報を収集、
支援要請等を行う役割がある。その中で、災害により、
通信インフラが停止すると、災害医療協力病院やＤＭ
ＡＴ等と正確な情報を共有することが困難となる。

• 以上のことから対策が必要となる。

（２）災害医療対策本部に関すること
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• 発災時に通信インフラが停止している状況であって
も、高速のインターネット通信を活用し、正確な情報
を迅速に相互共有できるようになる。

• 衛星回線を介することにより、災害時も安定してイン
ターネット回線を利用するEMIS等の使用等が可能と
なる。

• 音声通信以外の画像や動画による情報伝達が可
能となる。

❷衛星通信機器の導入による効果

（２）災害医療対策本部に関すること
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③通信インフラの強化【衛星通信機器】



• 災害医療対策本部を置く保健福祉センター

• 災害拠点病院である市立医療センター

• 市内に9か所ある災害医療協力病院

合計１１か所に各１台設置予定。
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（２）災害医療対策本部に関すること

③通信インフラの強化【衛星通信機器】

❸設置場所



86



87

（３）病院前救護所に関すること
【体制面について】

• 病院前救護所の各エリアごとの各師会の役割整理や参集場
所について、各師会と調整し、医療部会で検討していく。

【訓練について】

• 令和７年度に行う４病院の訓練について、以下のようにより
実際の発災時に近い想定で訓練を実施する。

–院内災害対策本部を立ち上げ、病院前救護所と連携

–災害医療協力病院近くの協力薬局との連携及び市民参加

–通信遮断を想定して、既存の通信機器及び導入予定の通信機器
を用いての訓練

• 院内災害対策本部設置等の訓練項目の増加や、実際の発
災時に近い状況を想定し内容を充実させるなど、レベルアッ
プしているので他病院の訓練見学を積極的に推進していく。



（４）復旧期以降の体制に関すること

①保健活動について

②医薬品の供給について
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（４）復旧期以降の体制に関すること
①保健活動について

【課題】

• 巡回活動に従事することのできる保健師の人数が限ら
れており、各避難所への巡回が限定されるおそれがあ
る。

• 避難所におけるニーズは医療・福祉分野と多岐にわた
るため、それらをどう把握し、支援に繋げていくか。

【今後の取り組み】

• 避難所だけでなく、在宅避難者に係るニーズの把握も
必要になるため、庁内関係課と引き続き協議を継続し、
具体的な検討を進めていきたい。
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（４）復旧期以降の体制に関すること
②医薬品の供給について

課題

•慢性疾患の方や避難所等における医薬品の

継続的な供給体制を検討することで、災害関

連死等を防ぐ必要がある。

•以前より先生方からご意見を頂いていたが、

医薬品ストックセンターの設置など具体的な検

討を進めていきたい。



（5）その他
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①周知・啓発活動について

• 令和６年度も啓発活動の拡大を図ったが、今後も本市の災

害医療体制について知っていただくため、これまでの取り組

みを繰り返し行うとともに、新たに周知の機会を増やし、わか

りやすい内容や媒体を工夫し効果的な周知を継続していく。

②一般病院の災害対応機能強化について

• 災害拠点病院・災害医療協力病院以外の市内病院に対し、

「千葉県災害医療救護計画」に定められた活動や備えにつ

いての状況を把握する。

③EMIS代替サービスについて

• 令和７年４月よりEMISの利用が終了し、EMIS代替サービスに

切り替わる。医療機関の情報を収集することができる点に変

わりはないが、発災時に混乱しないように周知や訓練を行う。


